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＊トータルコストについて 

  トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、 
費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。 
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令和４年９月定例会 議案説明資料目次 

教 育 委 員 会  

 

【予算関係】 

  （一般会計） 

議案番号 件     名 課 名 等 頁 

第２号 令和４年度鳥取県一般会計補正予算（第４号）   

  １ 補正予算説明資料 （総括表） 

教育環境課 

教育センター 

体育保健課 

3 

4 

5 

6 

 ２ 歳入歳出事項別明細書  7～8 

  ３ 債務負担行為に関する調書 体育保健課 9 

 

【予算関係以外】 

（議案） 

議案番号 件     名 課 名 等 頁 

第１３号 事業契約（鳥取県立美術館整備運営事業）の締結及び公の施

設の指定管理者の指定（鳥取県立美術館）についての議決の

一部変更について 

美術館整備局 

美術館整備課 

10 

 

（報告） 

報告番号 件     名 課 名 等 頁 

第１号 令和３年度鳥取県一般会計継続費繰越計算書について   

 令和３年度鳥取県一般会計継続費繰越計算書 高等学校課 

社会教育課 

11 

第２号 令和３年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書について   

 令和３年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書 高等学校課 

教育環境課 

教育センター 

体育保健課 

12 

第９号 議会の委任による専決処分の報告について   

（１）鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例 

（令和４年６月２７日専決） 

小中学校課 13～14 

（２）鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

（令和４年６月２７日専決） 

小中学校課 15～17 

（１２）鳥取県育英奨学資金貸付金の返還請求等に 

係る訴えの提起について 

（令和４年８月２３日専決） 

人権教育課 18 

第１５号 長期継続契約の締結状況について 教育環境課 

教育センター 

図 書 館 

19 
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議案第２号

課 名 補 正 前 の 額 補 正 額 計 国 庫

支 出 金

（ 一 般 会 計 ）

教 育 環 境 課 3,538,830 6,752 3,545,582

教 育 セ ン タ ー 261,752 261,753 523,505 261,753

合 計 62,981,697 268,505 63,250,202 261,753

教 育 環 境 課

教 育 セ ン タ ー

体 育 保 健 課 （新）[債務負担行為]県立学校給食費

（新）デジタル教育基盤整備事業

（新）特別支援学校環境整備事業

（ 一 般 会 計 ）

6,752

6,752

教 育 委 員 会（単位：千円）

議 案 説 明 資 料 総 括 表

財　　源　　内　　訳

起 債 そ の 他 一 般 財 源
備 考
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10款　教育費

１項　教育総務費 教育環境課（内線：７９４６）

６目　教育財産管理費 （単位：千円）

国庫支出金 起債 その他 一般財源

0 7,541 7,541

0.0人 0.1人 0.1人

 事業内容の説明

 １　事業の目的、概要

 ２　主な事業内容

（単位：千円）
実施年度 予算額

令和４年度 6,752

　（参考）今後の工事実施予定

実施年度

令和５年度

令和６年度

 ３　事業目標・取組状況

備考

トータルコスト

内容

6,752

従事する職員数

工程表の政策内容 ―

0
（新）特別支援学校環
境整備事業

6,752

小中学部棟教室の内部改修工事及び増えた教室を普通教室として使用
するために必要となる設備・物品の整備

高等部棟教室の内部改修工事及び増えた教室を普通教室として使用す
るために必要となる設備・物品の整備

令和４年度一般会計補正予算説明資料

事　業　名 補正前 補　正 計
財　源　内　訳

（補正に係る主な業務内容）

委託・工事内容の調整

　白兎養護学校は近年入学者数が増加傾向にあり、今後教室が不足する見込みであることか
ら、内部改修工事等により教室数を増やすことで教室不足解消を図る。

＜事業目標＞
　特別支援学校で将来的に見込まれる教室不足を内部改修工事の実施により解消する。
＜取組状況＞
　学級数増による教室不足に対応するため、これまで他の用途で使用していた部屋を普通教
室へ転用したり、アコーディオンカーテンで部屋を区切り、２つの学級が使用できるように
改修して対応してきた。
　今後、さらなる学級数増が見込まれることから、可動式壁により部屋を分割する工事を実
施することで必要となる教室数を確保する。

内容

　内部改修工事について、令和５年度工事実施予定分（小中
学部棟）及び令和６年度工事実施予定分（高等部棟）の実施
設計を行う。

6,752
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令和４年度一般会計補正予算説明資料
10款　教育費
　１項　教育総務費  教育 センター （ 電話 ：0857-28-2323 ）
　　８目　教育センター費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）デジタ
ル教育基盤整
備事業

0 261,753 261,753  261,753

 トータルコスト 0 262,542 262,542（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 デジタル教育基盤の整備
 工程表の政策内容 社会の変革期に対応できる教育の推進、安全、安心で質の高い教育環境の整備

事業内容の説明 【「デジタル田園都市国家構想推進交付金」充当事業】
【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

 １　事業の目的、概要

　とっとりデジタルコレクション（構築済）や学習支援プラットフォーム（新たに構築）などの本県デジタル情
報資源を連携させる「データ連携基盤」を整備し、「統合型教育ポータルサイト」を通じて、ワンストップで多
様な教育に関する情報へのアクセスを可能とすることで、１人１台端末環境を活用した子どもたちのデジタル教
育環境を一層充実させる。

 ２　主な事業内容

　　　　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　  　 　 　 　 　 　 　　　 　 　  　　（単位：千円）
事業内容 内　訳 予算額

データ連携基盤構築・実装委託 133,581

アーカイブシステム開発・実装委託 118,272

アーカイブ教育活用に向けたプロジェクト
実施支援業務委託（学校へのアーカイブ活
用支援） 9,900

○データ連携基盤及び統合型教育ポータルサイト構築
・とっとりデジタルコレクションなど社会的・学術的
　・文化的・芸術的資産をデジタル情報資源として整
　理し、拡張性が高く、データ連携による付加価値を
　生む「データ連携基盤」を整備する。
・データ連携基盤を通じてワンストップで本県の多様
　なデジタル情報資源にアクセスできる「ポータルサ
　イト」を構築する。

合　計 261,753

＜統合型教育ポータルサイトの活用例＞　
・美術ラーニングセンターの取組として、総合的な学習の時間における郷土作家（濱田台兒など）作品の活用
　　→「とっとりデジタルコレクション」を活用してデジタル鑑賞を行いながらワークショップを開催する。

　　　　※ポータルサイトで検索することで、デジタルコレクション収蔵作品のみならず作家の関連情報を一元的に
検索・表示が可能となる。

・歴史の授業で、その時代に関連する鳥取県の歴史資料に簡単にアクセス
　　→世界や日本の歴史と郷土の歴史を関連付け、地域の発展を詳しく理解できる。
・総合的な学習で、設定した課題に関連するＳＤＧｓ関連企業の情報にアクセス
　　→効率的な情報入手が可能。企業担当者と直接コンタクトにもつながる。
・外部が有するデジタルコンテンツ（ＮＨＫforSchool等）との連携
　　→教員の負担を軽減しながら、質の高い教材の提供が可能となる。

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 ＜事業目標＞
　　　１人１台端末の整備と合わせたデジタル教育環境の充実により、子どもたちの多様な資質・能力が一層確実に
　　育成できる教育環境を実現し、教員・児童生徒の力を最大限に引き出す。
　 ＜取組状況・改善点＞

　鳥取県教育振興基本計画に基づき、教員のＩＣＴ指導力・活用力の向上研修及び学校現場におけるＩＣＴ推進
体制づくりに資する研修の実施等、ＧＩＧＡスクール構想推進に向けて取り組んできた。それらの実践を拡大充
実させ、教育の情報化推進を加速させる。
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令和４年度一般会計補正予算説明資料
10款　教育費
　７項　保健体育費  体育保健課 （ 内線 ： ７９２３ ）
　　１目　保健体育総務費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

債務負担行為

125,917
債務負担行為

125,917
債務負担行為

125,917

 [債務負担行
為]県立学校給
食費 141,833 0 141,833
 トータルコスト 154,451 789 155,240（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 1.6人 0.1人 1.7人県立学校給食の調理委託
 工程表の政策内容 安全、安心で質の高い教育環境の整備、健やかな心と体づくりの推進

事業内容の説明

 １　事業の目的、概要

　鳥取養護学校及び白兎養護学校の学校給食業務について、現在の委託契約が令和４年度末で終了するため、　
令和５年４月から３年間の複数年契約を行う。

 ２　主な事業内容

（単位：千円）　　　　　
区分 事業内容 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 合計

特別支援学校
給食業務委託

鳥取養護学校及び白兎養護学校の給食につい
て、外部に調理を委託し提供する。 41,534 41,837 42,546 125,917

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 ＜事業目標＞
　県立特別支援学校の学校給食を実施する。
＜取組状況・改善点＞
・県立特別支援学校の学校給食の調理業務を民間業者等に委託し実施している。
・給食の実施にあたっては、学校給食衛生管理基準に基づく給食従事者の職員健康診断の実施などにより、安　
　全・安心な学校給食を提供している。
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令和４年度一般会計補正予算（第４号）歳入歳出事項別明細書（教育委員会）

   

補正前 補正額 補正後 補正前 補正額 補正後 補正前 補正額 補正後

１ 報 酬 1,802,578 1,802,578 390,055 390,055

２ 給 料 26,517,078 26,517,078 503,772 503,772

３ 職 員 手 当 等 18,053,107 18,053,107 403,792 403,792

４ 共 済 費 8,446,670 8,446,670 231,857 231,857

５ 災 害 補 償 費

６ 恩給及び退職 年金 24,520 24,520 24,520 24,520

７ 報 償 費 130,681 130,681 92,827 92,827 40 40

８ 旅 費 450,507 450,507 210,335 210,335 504 504

費 用 弁 償 75,516 75,516 28,575 28,575

普 通 旅 費 321,839 321,839 141,308 141,308 500 500

特 別 旅 費 53,152 53,152 40,452 40,452 4 4

９ 交 際 費 300 300 300 300

１０ 需 用 費 967,461 967,461 668,450 668,450 81,398 81,398

１１ 役 務 費 242,866 242,866 160,729 160,729 1,050 1,050

１２ 委 託 料 1,620,915 268,505 1,889,420 995,825 268,505 1,264,330 270,649 6,752 277,401

１３ 使用料及び賃 借料 1,119,856 1,119,856 985,662 985,662 8,785 8,785

１４ 工 事 請 負 費 1,220,248 1,220,248 944,905 944,905 893,656 893,656

１５ 原 材 料 費 9,284 9,284

１６ 公 有 財 産 購 入 費

１７ 備 品 購 入 費 237,614 237,614 103,619 103,619 2,781 2,781

１８
負 担 金 ､ 補 助
及 び 交 付 金 1,873,229 1,873,229 1,560,772 1,560,772 837 837

１９ 扶 助 費 91,168 91,168 91,018 91,018

２０ 貸 付 金 1,176 1,176 1,176 1,176

２１
補 償 、 補 填
及 び 賠 償 金

２２
償 還 金 ､ 利 子
及 び 割 引 料 38,263 38,263 38,263 38,263

２３ 投 資 及 び 出 資 金

２４ 積 立 金 133,583 133,583 133,583 133,583

２５ 寄 付 金

２６ 公 課 費 377 377 377 377 377 377

２７ 繰 出 金 216 216 216 216

予 備 費

      計 62,981,697 268,505 63,250,202 7,542,053 268,505 7,810,558 1,260,077 6,752 1,266,829

財 国 庫 支 出 金 10,486,193 261,753 10,747,946 1,546,064 261,753 1,807,817

源 地 方 債 769,000 769,000 661,000 661,000 606,000 606,000

内 そ の 他 1,720,887 1,720,887 313,834 313,834 38,412 38,412

訳 一 般 財 源 50,005,617 6,752 50,012,369 5,021,155 6,752 5,027,907 615,665 6,752 622,417

節　　　別

款　　項　　目 １項
教育総務費

１０款
教育費

 （単位：千円）

６目　教育財産管理費
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令和４年度一般会計補正予算（第４号）歳入歳出事項別明細書（教育委員会）

１ 報 酬

２ 給 料

３ 職 員 手 当 等

４ 共 済 費

５ 災 害 補 償 費

６ 恩給及び退職 年金

７ 報 償 費

８ 旅 費

費 用 弁 償

普 通 旅 費

特 別 旅 費

９ 交 際 費

１０ 需 用 費

１１ 役 務 費

１２ 委 託 料

１３ 使用料及び賃 借料

１４ 工 事 請 負 費

１５ 原 材 料 費

１６ 公 有 財 産 購 入 費

１７ 備 品 購 入 費

１８
負 担 金 ､ 補 助
及 び 交 付 金

１９ 扶 助 費

２０ 貸 付 金

２１
補 償 、 補 填
及 び 賠 償 金

２２
償 還 金 ､ 利 子
及 び 割 引 料

２３ 投 資 及 び 出 資 金

２４ 積 立 金

２５ 寄 付 金

２６ 公 課 費

２７ 繰 出 金

予 備 費

      計

財 国 庫 支 出 金

源 地 方 債

内 そ の 他

訳 一 般 財 源

節　　　別

款　　項　　目

補正前 補正額 補正後

9,095 9,095

24,645 24,645

606 606

15,513 15,513

8,526 8,526

10,218 10,218

25,472 25,472

160,969 261,753 422,722

26,824 26,824

4,294 4,294

235 235

261,752 261,753 523,505

170,271 261,753 432,024

3,000 3,000

9,774 9,774

78,707 78,707

 （単位：千円）

８目　教育センター費
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追加

期　　　間 金　　額 期　　　間 金　　額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

令和4年度
県立学校給食費

体育保健
課

125,917
令和5年度から
令和7年度まで

125,917 125,917

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　項 限度額
前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額

左　 の 　財 　源 　内 　訳

特　　定　　財　　源
一般財源

課名
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議案第１３号                  美術館整備課（電話：0858-47-3011） 

条
例
名
等 

 
事業契約（鳥取県立美術館整備運営事業）の締結及び公の施設の指定管理者の指定（鳥

取県立美術館）についての議決の一部変更について 
 

提 
 
 

出 
 
 

理 
 
 

由 
 
 

及 
 
 

び 
 
 

概 
 
 

要 

 

１ 提出理由 

  次のとおり事業契約（鳥取県立美術館整備運営事業）の締結及び公の施設の指定管

理者の指定（鳥取県立美術館）についての議決（令和２年３月２４日議決）の一部を

変更することについて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定により、本議会の議決を求める。 

 

２ 概要 

次の表の変更前の欄に掲げる規定を同表の変更後の欄に掲げる規定に、下線で示す

ように変更する。 

変    更    後 変    更    前 

１ 事業契約の締結 

（４）契約金額 

１４，４３８，０４７，３７２円 

 

１ 事業契約の締結 

（４）契約金額 

１４，２６５，９８１，３７２円 

 

３ 変更理由 

  急激な資材の高騰、労務費の上昇に伴い、建設費が大幅に上昇し、追加費用が必要

になったことにより、契約金額の変更を行うものである。 
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報告第１号 教育委員会

国庫支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 教育総務費
国 際 バ カ ロ レ ア 教 育
認 定 準 備 事 業 費

高 等 学 校 課 85,415,000 34,166,000 34,166,000 29,730,000 4,436,000 4,436,000 1,436,000 3,000,000

6 社会教育費
生涯学習セン ター空調設備
更 新 事 業 費

社 会 教 育 課 78,331,000 29,900,000 29,900,000 29,900,000 29,900,000 3,900,000 26,000,000

163,746,000 64,066,000 64,066,000 29,730,000 34,336,000 34,336,000 5,336,000 29,000,000

令和３年度鳥取県一般会計継続費繰越計算書

残額

予算計上額

令和３年度継続費予算現額

款 項

繰越金

事業名 特定財源

左の財源内訳

翌　年　度
逓次繰越額前　年　度

逓次繰越額

計

10 教 育 費

計

支出済額及び
支出見込額

継続費の総額課名

-
 
1
1
 
-



教育委員会

国庫支出金
分担金及び
負担金

その他 地方債

円 円 円 円 円 円 円 円

10 教 育 費 1 教育総務費
鳥取発！高校生グ ローバル
チ ャ レ ン ジ 事 業 費

高 等 学 校 課 2,936,000 460,000 460,000

教 育 施 設 営 繕 費 教 育 環 境 課 504,018,000 30,000,000 27,000,000 3,000,000

日野高等学校進入路改良工事費 教 育 環 境 課 26,600,000 13,360,000 13,360,000

県 立 高 等 学 校
エ レ ベー ター 等整備事業費

教 育 環 境 課 48,024,000 32,318,000 29,000,000 3,318,000

特別支援学校施設整備事業費 教 育 環 境 課 244,521,000 244,521,000 47,796,000 191,000,000 5,725,000

県 立 学 校 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル
構 想 推 進 事 業 費

教育セン ター 41,588,000 37,309,030 13,832,000 23,477,030

7 保健体育費
県立学校新型コロナウイルス
対策衛生用品購入等事業費

体 育 保 健 課 16,500,000 16,500,000 16,500,000

計 884,187,000 374,468,030 78,128,000 247,000,000 49,340,030

事業名
翌年度
繰越額

左の財源内訳

未収入特定財源

一般財源

報告第２号

令和３年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 課名 金額
既収入
特定財源

-
 
1
2
 
-



報告第９号                      小中学校課（内線：７５１０） 

件 
 

名 

 
議会の委任による専決処分の報告について 
（１）鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例 

（令和４年６月２７日専決） 

提 
 
 

出 
 
 

理 
 
 

由 
 
 

及 
 
 

び 
 
 

概 
 
 

要 

 

１ 提出理由 

  教育職員免許法の一部改正に伴い、条例の規定中引用する同法の条項を改めるもの

である。 

 

２ 概  要 

（１）教育委員会の附属機関について定めた規定中引用する教育職員免許法の条項を改

める。 
（２）施行期日は、令和４年７月１日とする。 
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鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例 

 

 鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別表第２（第２条関係） 

名称 調査審議する事項 

 略 

鳥取県特別免

許状教育職員

検定審査委員

会 

教育職員免許法（昭和24年法律

第147号）第５条第２項の規定

による教育職員検定に関する

事項 

 略 
 

 

別表第２（第２条関係） 

名称 調査審議する事項 

 略 

鳥取県特別免

許状教育職員

検定審査委員

会 

教育職員免許法（昭和24年法律

第147号）第５条第３項の規定

による教育職員検定に関する

事項 

 略 
 

  

附 則 

 この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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報告第９号                      小中学校課（内線：７５１０） 

件 
 

名 

 
議会の委任による専決処分の報告について 
（２）鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

（令和４年６月２７日専決） 

提 
 
 

出 
 
 

理 
 
 

由 
 
 

及 
 
 

び 
 
 

概 
 
 

要 

 

１ 提出理由 

  教育職員免許法等の一部が改正され、教育職員の普通免許状及び特別免許状が有効

期間の定めのないものとされたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

 

２ 概  要 

（１）教育職員の普通免許状又は特別免許状の有効期間の更新等に係る手数料を廃止す

る。 
（２）その他所要の規定の整備を行う。 
（３）施行期日は、令和４年７月１日とする。 
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鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 鳥取県手数料徴収条例（平成12年条例第37号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（手数料の徴収） 

第２条 次の各号に掲げる事務については、申請その

他の行為により当該事務をすることを求める者か

ら、当該各号の事務に応じて別に定める期限まで

に、当該各号に定める額の手数料を徴収する。 

(１)～(315の11) 略 

(316) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第

５条第１項又は第16条第１項の規定に基づく教

育職員の普通免許状の授与 １件につき3,300円 

 

 

 

 

(317) 教育職員免許法第５条第２項の規定に基づ

く教育職員の特別免許状の授与 １件につき

3,300円 

(318) 教育職員免許法第５条第５項の規定に基づ

く教育職員の臨時免許状の授与 １件につき

1,800円 

(319) 略 

 

 

 

 

 

 

(320) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（手数料の徴収） 

第２条 次の各号に掲げる事務については、申請その

他の行為により当該事務をすることを求める者か

ら、当該各号の事務に応じて別に定める期限まで

に、当該各号に定める額の手数料を徴収する。 

(１)～(315の11) 略 

(316) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第

５条第１項又は第16条の２第１項の規定に基づ

く教育職員の普通免許状の授与（同法第５条第２

項の規定による普通免許状に係る所要資格を得

た日の翌日から起算して10年を経過する日の属

する年度の末日を経過した者に対する普通免許

状の授与を含む。） １件につき3,300円 

(317) 教育職員免許法第５条第３項の規定に基づ

く教育職員の特別免許状の授与 １件につき

3,300円 

(318) 教育職員免許法第５条第６項の規定に基づ

く教育職員の臨時免許状の授与 １件につき

1,800円 

(319) 略 

(319の２) 教育職員免許法第９条の２第１項の規

定に基づく普通免許状又は特別免許状の有効期

間の更新 １件につき3,300円 

(319の３) 教育職員免許法第９条の２第５項の規

定に基づく普通免許状又は特別免許状の有効期

間の延長 １件につき2,300円 

(320) 略 

(320の２) 教育職員免許法及び教育公務員特例法

の一部を改正する法律（平成19年法律第98号。以

下第320号の５までにおいて「平成19年改正法」と

いう。）附則第２条第２項の規定に基づく更新講

習修了確認 １件につき3,300円 

(320の３) 平成19年改正法附則第２条第３項第３

号の規定に基づく更新講習修了確認を受けずに

修了確認期限を経過した旧免許状所持者が免許

状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で

定める２年以上の期間内にあることについての

確認 １件につき3,300円 
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(321)～(328) 略 

２ 略 

(320の４) 平成19年改正法附則第２条第４項の規

定に基づく修了確認期限の延期 １件につき

2,300円 

(320の５) 平成19年改正法附則第２条第５項の規

定に基づく免許状更新講習を受ける必要がない

者の認定 １件につき3,300円 

(321)～(328) 略 

２ 略 

  

附 則 

 この条例は、令和４年７月１日から施行する。 

 

- 17 -



報告第９号                     人権教育課（内線：７５１６） 

件 
 

名 

 
議会の委任による専決処分の報告について 
（１２）鳥取県育英奨学資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について 

（令和４年８月２３日専決） 
 

提 
 
 

出 
 
 

理 
 
 

由 
 
 

及 
 
 

び 
 
 

概 
 
 

要 

 

１ 提出理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥取県育

英奨学資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について、次のとおり専決処分をし

たので、同条第２項の規定により、これを本議会に報告するものである。 

 

２ 概  要 

（１）請求の相手方 

倉吉市内 個人２名（借受者及びその連帯保証人） 

 

（２）請求の趣旨 

鳥取県育英奨学資金貸付金の借受者及びその連帯保証人である相手方に対し、当

該貸付金の返還を求めるとともに、訴訟費用の負担を求める。併せて、当該貸付金

の返還について、仮執行の宣言を求める。 
 
（３）請求までの経過 

① 平成２４年７月分の返還開始当初より全く返還がない。 

② 再三にわたり、文書・電話による催告及び個別訪問を行うが滞納は続き、令和

２年３月に法的措置予告を通知したが、返還はなかった。 

③ 支払督促を裁判所に申し立てたところ、借受者及びその連帯保証人から分割支

払の異議申立があり、民事訴訟法の規定により訴訟へ移行した。 
 
（４）当該奨学金の返還滞納額 

当該奨学金の返還滞納額は、１４４，０００円である。 
 
【参考】 

管轄裁判所は、倉吉簡易裁判所である。 
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報告第15号

[新規契約]

1 教育環境課
物品
保守

プリンター 33台
鳥取市商栄町221番地１
株式会社愛進堂

3,775,200
令和５年２月１日～
令和10年１月31日

鳥取県立鳥取東高等
学校　他31所属

2 教育環境課
物品
保守

プリンター 36台
鳥取市商栄町221番地１
株式会社愛進堂

3,432,000
令和５年２月１日～
令和10年１月31日

鳥取県立智頭農林高
等学校　他７所属

3 教育センター
物品
保守

複合機 １台
鳥取市商栄町203番地６
株式会社モリックスジャパン

3,597,000
令和４年９月１日～
令和９年８月31日

鳥取県教育センター

4 図書館
物品
保守

電話交換機
電話機

１台
40台

鳥取市湖山町南三丁目277番地２
日海通信工業株式会社　鳥取支店

283,800
令和４年10月１日～
令和５年９月30日

鳥取県立図書館

長 期 継 続 契 約 の 締 結 状 況 に つ い て

番号 契　約　の　相　手　方 契約期間種類 契約対象物品 数量契約所属名 契約金額　　円 設置場所等

-
 
1
9
 
-


